
件   名  愛媛県新しい公共支援基金条例 

主 管 課  県民活動推進課 

根拠法令等  

【制定の概要】 

新しい公共支援事業交付金を原資とする基金の設置 

 

１ 設置 

新しい公共支援事業の実施その他新しい公共の定着を図るために要する経費の財源に充てるため、新

しい公共支援基金を設置する。 

２ 積立て 

一般会計歳入歳出予算で定める額 

新しい公共支援事業交付金   137,000 千円 

利子                29 千円   計 137,029 千円 

３ 管理 

現金は、最も確実かつ有利な方法により保管 

４ 運用益金の処理 

収益は、予算に計上して、基金に編入 

５ 処分 

目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部または一部を処分することができ

る。 

６ 繰替運用 

財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す 

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 

施 行 日 
公布の日（平成 25 年９月 30 日失効。ただし、精算について、条例の規定は、精算

が完了する日まで効力を有する） 

【その他参考事項】 

１ 事業実施期間 平成 23 年度～24 年度（22 年度は基金設置のみ） 

２ 事業内容 

事業名 内容 

ＮＰＯ等活動基盤強化支援事

業 

中間支援団体等の機能強化とＮＰＯ等の活動基盤の底上

げを図る。 

地域課題解決活動創出支援事

業 

地域課題の解決に主体的に取り組み、継続的、安定的に

公共サービスを提供していくための事業を提案し実行する

ための地域課題解決活動の担い手を養成するとともに、地

域課題解決活動を事業として自立的、主体的に継続させて

いくためのモデル事業を実施する。 

その他の支援事業  寄附環境整備支援事業、情報公開促進支援事業、融資利

用円滑化支援事業、ＮＰＯ等つなぎ融資利子補給事業を実

施する。 

運営委員会開催等  本県における「新しい公共」のあり方、事業の選定、多

様な主体の協働による地域社会づくりに向けた方策、協働

のルール等の検討を行う。  

 


